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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多数の透過光学要素と、投影対物系の結像ビーム経路に沿って該光学要素を規定可能な
位置に保持するための保持デバイス（ＨＤ）とを有し、１つの光学要素が、該結像ビーム
経路に位置する光学有用領域（ＯＰＴ）と該光学有用領域の外側に位置する縁部領域（Ｅ
Ｒ）とを有し、
　該保持デバイスの少なくとも１つの保持要素（ＨＥ）が、接触ゾーン（ＣＺ）の領域に
おける該縁部領域で該光学要素に割り当てられ、
　投影対物系の物体平面に配置された物体を投影対物系の像平面に位置する該物体の像内
に結像するための投影対物系であって、
　光学要素（Ｌ２－１、Ｌ２－２、Ｌ３－６）の少なくとも１つは、２回通過光学要素で
あり、該光学要素の直ぐ上流に配置された偽光絞り（ＳＬＳ１）と該光学要素の直ぐ下流
に配置された第２の偽光絞り（ＳＬＳ２）とを有する絞り配列（ＳＡ１、ＳＡ２、ＳＡ３
）が割り当てられ、該偽光絞りの各々は、該偽光絞りが該縁部領域の少なくとも一部を結
像ビーム経路の外側を進む放射線に対して遮蔽するように形成される、
　ことを特徴とする投影対物系。
【請求項２】
　１つの偽光絞りが、絞り開口部を定める内側絞り縁部（ＳＥ）を有し、該絞り縁部と前
記光学要素の関連の光学面との間の有限の間隔が、該絞り縁部の外周全体にわたって２ｍ
ｍよりも小さく、特に、１ｍｍよりも小さく、該絞り縁部と該光学面の間の最小間隔が、
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好ましくは、１／１０ｍｍ又はそれよりも大きいことを特徴とする請求項１に記載の投影
対物系。
【請求項３】
　１つの偽光絞りが、好ましくは、平坦な外縁区画（ＯＰ）を有し、該外縁区画には、前
記光学要素に対して傾斜して延びて前記絞り縁部（ＳＥ１）を定める内側区画（ＩＰ）が
、該絞り縁部の方向に接続され、該内側区画は、好ましくは、円錐形であることを特徴と
する請求項１又は請求項２に記載の投影対物系。
【請求項４】
　前記偽光絞りは、前記光学要素の場合に全ての接触ゾーン（ＣＺ）及び該接触ゾーンに
割り当てられた保持要素（ＨＥ）が前記結像ビーム経路の外側を進む放射線に対して遮蔽
されるように形成かつ配置されることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項
に記載の投影対物系。
【請求項５】
　前記偽光絞り（ＳＬＳ１、ＳＬＳ２）は、前記遮蔽された光学要素の場合に前記接触ゾ
ーンの一部のみ及び該接触ゾーンに割り当てられた前記保持要素の一部のみが結像ビーム
縁部の外側を進む放射線に対して遮蔽されるように形成かつ配置されることを特徴とする
請求項１、請求項２、又は請求項３のいずれか１項に記載の投影対物系。
【請求項６】
　前記偽光絞りは、円形の絞り開口部を有し、該偽光絞りが前記結像ビーム経路を制限し
ないように該結像ビーム経路の縁部を進む結像ビームの光線と前記内側絞り縁部（ＳＥ）
の間に間隔が存在し、前記割り当てられた光学要素（Ｌ２－２）は、好ましくは、投影対
物系の瞳に又はその近くに位置することを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１
項に記載の投影対物系。
【請求項７】
　絞り配列の前記偽光絞りは、絞り開口部を有し、その形状は、絞り開口部を定める絞り
縁部とビームの間の間隔が、最大で２ｍｍ、少なくとも１／１０ｍｍ前記結像ビームと該
絞り縁部の間に残るように前記結像ビーム経路における該結像ビームの断面形状に適合さ
れることを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の投影対物系。
【請求項８】
　少なくとも１つの凹ミラー（ＣＭ）を有し、
　前記結像ビーム経路は、前記物体平面（ＯＳ）と該凹ミラーの間に延びる第１の部分ビ
ーム経路（ＲＢ１）と、該凹ミラーと前記像平面（ＩＳ）の間に延びる第２の部分ビーム
経路（ＲＢ２）とを有し、前記光学要素（Ｌ２－１、Ｌ２－２）及び割り当てられた偽光
絞り（ＳＬＳ１、ＳＬＳ２）は、該第１及び該第２の部分ビーム経路が該光学要素の前記
有用領域を通りかつ該偽光絞りを通って延びるように２回通過領域に配置されることを特
徴とする請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の投影対物系。
【請求項９】
　前記偽光絞り（ＳＬＳ１、ＳＬＳ２）の少なくとも１つは、外周方向にセグメント化さ
れた偽光絞りとして、該偽光絞りが前記縁部領域（ＥＲ）の一部のみを前記結像ビーム経
路の外側を進む放射線に対して遮蔽し、該縁部領域の別の部分が該結像ビーム経路の外側
を進む放射線に露光されるように形成されることを特徴とする請求項１から請求項８のい
ずれか１項に記載の投影対物系。
【請求項１０】
　前記光学要素（Ｌ２－１）は、前記光学有用領域の内側に非回転対称放射線負荷を有す
る領域に配置され、
　外周方向にセグメント化された少なくとも１つの偽光絞り（ＳＬＳ１、ＳＬＳ２）は、
該光学要素の該放射線負荷の非対称性が、前記結像ビーム経路の外側の前記縁部領域上に
入射する前記放射線によって低減されるように、配置されることを特徴とする請求項１か
ら請求項９のいずれか１項に記載の投影対物系。
【請求項１１】
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　絞り配列（ＳＡ１）が設けられた前記光学要素（Ｌ２－１）は、光学的に視野平面の近
くに、特に、部分口径比ＳＡＲの絶対値が該光学要素の前記光学面の全てに対して０．３
よりも小さい位置に配置されることを特徴とする請求項１から請求項１０のいずれか１項
に記載の投影対物系。
【請求項１２】
　投影対物系（２００）が、物体視野を第１の実中間像（ＩＭＩ１）に結像するための第
１の対物系部分（ＯＰ１）と、該第１の対物系部分から到着する放射線を用いて第２の実
中間像（ＩＭＩ２）を生成するための第２の対物系部分（ＯＰ２）と、該第２の実中間像
を前記像平面（ＩＳ）に結像するための第３の対物系部分（ＯＰ３）とを有し、
　前記第２の対物系部分は、凹ミラー（ＣＭ）を有する反射屈折対物系部分であり、第１
の折り返しミラー（ＦＭ１）が、前記物体平面から到着する前記放射線を該凹ミラーの方
向に反射するために設けられ、第２の折り返しミラー（ＦＭ２）が、該凹ミラーから到着
する該放射線を前記像平面の方向に反射するために設けられ、割り当てられた絞り配列（
ＳＡ１、ＳＡ２）を有する少なくとも１つの光学要素（Ｌ２－１、Ｌ２－２）が、該凹ミ
ラー（ＣＭ）と該折り返しミラー（ＦＭ１、ＦＭ２）の間の２回通過領域に配置される、
　ことを特徴とする請求項１から請求項１１のいずれか１項に記載の投影対物系。
【請求項１３】
　正の屈折力の視野レンズ（Ｌ２－１）が、前記第１の中間像（ＩＭＩ１）と前記凹ミラ
ー（ＣＭ）の間の該第１の中間像の近視野領域に配置され、該視野レンズには、絞り配列
（ＳＡ１）が割り当てられることを特徴とする請求項１２に記載の投影対物系。
【請求項１４】
　第１の絞り配列（ＳＡ１）及び少なくとも１つの第２の絞り配列（ＳＡ２、ＳＡ３）が
設けられることを特徴とする請求項１から請求項１３のいずれか１項に記載の投影対物系
。
【請求項１５】
　投影対物系の像面の領域に配置され、かつ該投影対物系の物体平面の領域に配置された
マスクのパターンの少なくとも１つの像を有する放射線感応基板を露光するための投影露
光機械であって、
　紫外線を出力するための光源（ＬＳ）と、
　前記光源の光を受光し、かつマスクのパターン上に向けられる照明放射線を形成するた
めの照明系（ＩＬＬ）と、
　前記マスクの構造を感光基板上に結像するための投影対物系（ＰＯ）と、
　を有し、
　前記投影対物系は、請求項１から請求項１４のうちの１つに従って構成される、
　ことを特徴とする機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、投影対物系の物体平面に配置された物体を投影対物系の像平面に位置する物
体像内に結像するための投影対物系に関する。好ましい応用の分野は、マイクロリソグラ
フィ投影露光機械のための投影対物系である。そのような投影対物系は、投影露光機械の
作動において投影対物系の物体平面に配置されたマスクのパターンを投影対物系の像平面
に配置された感光基板上に結像するように機能する光学結像系である。
【背景技術】
【０００２】
　現在、半導体構成要素及び他の微細構造化構成要素を生成するのに使用されるのは、主
にマイクロリソグラフィ投影露光法である。この場合、結像される構造のパターン、例え
ば、半導体構成要素の層の線パターンを保持又は形成するマスク（レチクル）が使用され
る。マスクは、投影露光機械内で、照明系と投影対物系の間の投影対物系の物体平面領域
に位置決めされ、照明系によって供給される照明放射線を用いて有効物体視野領域内で照
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明される。マスク及びパターンによって変更された放射線は、結像ビームとして投影対物
系の結像ビーム経路を通って進み、有効物体視野と光学的に共役な有効像視野の領域内の
マスクパターンを露光される基板上に結像する。通常、基板は、投影放射線に敏感な層（
フォトレジスト）を保持する。
【０００３】
　投影露光機械の開発における目的の１つは、基板上に一層小さい寸法を有する構造をリ
ソグラフィによって生成することである。比較的小さい構造は、例えば、半導体構成要素
の場合は比較的高い集積密度をもたらし、一般的に、これは、製造される微細構造化構成
要素の性能に対して有利な効果を有する。製造することができる構造のサイズは、使用さ
れる投影対物系の解像力に極めて依存し、一方で投影に使用される投影放射線の波長を低
減することにより、他方で工程に使用される投影対物系の像側開口数ＮＡを高めることに
よって増大させることができる。
【０００４】
　光学リソグラフィにおいて過去に使用されてきたのは、主に純屈折投影対物系である。
純屈折又は光屈折投影対物系の場合には、屈折力を有する全ての光学要素は、透過屈折要
素（レンズ）である。光屈折系の場合には、開口数が上がり、波長が短くなる時に、例え
ば、色収差を補正すること及び像視野湾曲を補正することのような基本的な収差を補正す
ることがより困難になる。
【０００５】
　平坦な像面及び色収差の良好な補正を得る１つの手法は、屈折力を有する屈折透過光学
要素、すなわち、レンズと、屈折力を有する反射要素、すなわち、曲面ミラーとの両方を
含む反射屈折投影対物系を使用することである。典型的には、少なくとも１つの凹ミラー
が含まれる。光学系において正の屈折力を有するレンズの寄与と、負の屈折力を有するレ
ンズの寄与とは、全屈折力、像視野湾曲、及び色収差に対してそれぞれ反対であり、それ
に対して凹ミラーは、正のレンズと同様に正の屈折力を有するが、像視野湾曲に対する効
果は正のレンズと逆である。更に、凹ミラーは、いかなる色収差も導入しない。
【０００６】
　通例、投影対物系は、大きい開口数の使用の場合であっても、収差の補正に関して部分
的に反対の要件を可能にするために、多数の透過光学要素、特に正のレンズ及び負のレン
ズを有する。マイクロリソグラフィの分野では、屈折及び反射屈折結像系の両方が、多く
の場合に１０又はそれよりも多くの透過光学要素を有する。
【０００７】
　光学要素は、結像ビーム経路に沿って定められた位置に保持デバイスを用いて保持され
る。マイクロリソグラフィのための光学系の分野では、この場合、結像ビーム経路内に保
持された光学要素の正確な位置決めと異なる作動条件の併用によって結像系の高い結像品
質を保証するために、かつ他方で高価で繊細な光学要素が、可能な限り優しい方式で応力
なしに保持されることを保証するために、保持デバイスの設計において非常に複雑な技術
が開発されている。マイクロリソグラフィの分野では、レンズ及び他の透過光学要素は、
多くの場合に、それぞれの光学要素の外周上に均一に配置された多数の保持要素によって
支持される。この場合、光学要素は、結像ビーム経路内に位置する光学有用領域及び光学
有用領域の外側に位置する縁部領域を有し、光学要素に割り当てられた保持デバイスの１
つ又はそれよりも多くの保持要素が、接触ゾーンの領域内の縁部領域に対して作用する。
光学要素の面は、光学有用領域内に光学品質を有して準備され、それに対して必要とされ
る光学品質は、縁部領域内に達する必要はない。光学有用領域は、多くの場合に、光学要
素の「自由光学直径」とも呼ばれる。
【０００８】
　保持要素上に光学要素を固定するための異なるオプションが既に提案されている。特許
出願ＵＳ　２００３／０２３４９１８　Ａ１は、圧着技術の例を示しており、この場合、
光学要素は、光学要素を縁部領域内のそれぞれの接触ゾーンの領域内で圧着され、保持さ
れている光学要素に対して全体としてある一定の可動性を許容する（ソフトマウント）エ
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ラストマー保持要素の縁部領域に保持される。他の保持デバイスでは、保持デバイスの弾
性保持要素が、それぞれ割り当てられた接触ゾーンの領域内で光学要素に接合される。接
合技術の例は、ＵＳ　４，７３３，９４５又はＵＳ　６，０９７，５３６に示されている
。
【０００９】
　投影対物系が、その光学設計及びその製造に起因して有する可能性がある本質的な収差
に加えて、稼働寿命中、例えば、投影露光機械の作動中に収差が発生する恐れもある。そ
のような収差では、多くの場合に、作動中に使用される投影放射線からもたらされる投影
対物系内に設けられた光学要素の変化にその理由が見つかる。例えば、この投影放射線は
、投影対物系内の光学要素によって部分的に吸収される可能性があり、吸収の程度は、特
に、光学要素に使用される材料、例えば、レンズ材料、ミラー材料、及び／又は場合によ
って設けられる反射防止コーティング又は反射コーティングに依存する。投影放射線の吸
収は、光学要素の加熱を招く可能性があり、それによって光学要素の面変形、及び屈折要
素の場合には、熱的にもたらされる機械応力による屈折率変化が直接的又は間接的にもた
らされる可能性がある。屈折率変化及び面変形は、時間と共に個々の光学要素、及び従っ
て同じく投影対物系全体の結像特性変化を招く。この部類の問題は、「レンズ加熱」とい
う名称の下で多くの場合に取り扱われている。
【００１０】
　通常、稼働寿命中に発生する熱的に誘起される収差又は他の収差を能動マニピュレータ
の使用によって少なくとも部分的に補償する試みが行われる。通例、能動マニピュレータ
は、発生する収差が少なくとも部分的に補償されるように個々の光学要素又は光学要素群
の光学作用を変更するために、対応する制御信号に基づいてこれらの光学要素に影響を与
えるように構成された光学機械デバイスである。例示的に、この目的のために、個々の光
学要素又は光学要素群を変形するか又はこれらの光学要素の位置を変更するように考える
ことができる。
【００１１】
　そのような能動マニピュレータは、多くの場合に、装着技術、すなわち、保持デバイス
に統合される。これに関して、例えば、ＵＳ　２００２／０１６３７４１　Ａ１は、レン
ズとして設計された透過光学要素のための保持デバイスを示している。保持デバイスは、
内側リングをレンズに受動的に結合する内側６脚構造、及び制御可能マニピュレータとし
て機能する外側６脚構造を有する。内側リング上には、外周内に均一に配分され、レンズ
の縁部に対して圧着方式で作用してレンズを内側リング内に固定する３つの圧着デバイス
が取り付けられる。
【００１２】
　実際、複雑な設計の光学結像系では、放射線は、物体から結像に対して望ましい結像ビ
ーム経路を通って像平面に通過するだけではなく、結像に寄与するだけでなくこの結像を
外乱及び／又は劣化させる放射線成分が生成される可能性もある。例えば、投影露光法の
途中で、いわゆる「過開口光」は、露光される基板、例えば、半導体ウェーハを通過し、
個々の波面を外乱させる可能性がある。本明細書では「過開口光」又は「超開口放射線」
という用語は、構造形成マスクによって回折され、結像に使用される物体側開口角よりも
大きい角度で放出され、結像ビーム経路を制限する開口遮光器の現在の直径によって判断
される放射線を表す。製造技術の理由から、そのような過開口光は、いずれにせよ開口遮
光器を通じて結像系の像平面上に入射する可能性がある。通例、光学系の結像は、最大有
用開口よりも大きい開口に対しては設計されず、それに応じて完全には補正されないので
、上述の入射は、結像に寄与する波面を重度に外乱させる可能性があり、従って、過開口
光によって結像品質が劣化する可能性がある。代替的又は追加的に、像平面まで通過した
場合に、生成される像のコントラストを一般的に劣化させる散乱光が生成される可能性も
ある。本明細書では、「散乱光」という用語は、特に、例えば、透過光学要素の反射防止
層で被覆された面、ミラーの後面側、及び／又は結像ビーム経路の領域内の他の点におけ
る残留反射からもたらされる可能性がある放射線を表す。これらの望ましくない放射線成
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分、特に、散乱光及び過開口光は、これらの光の原因とは関係なく本出願の関連では「偽
光」とも表す。
【００１３】
　像平面内の像視野の領域に到達せず、そのために結像を直接に乱さない偽光は、それに
も関わらず、この偽光が照射に対して設けられていない系の点上に入射し、恐らくはそこ
で吸収される場合に、結像処理の品質に悪影響を与える可能性がある。偽光は、例えば、
光学結像系のマウントの部品に吸収され、影響を受けた構成要素の対応する熱膨張を通じ
て光学要素の位置及び／又は形状に影響を与えるように反応する熱を発生させる可能性が
ある。偽光は、結像系の透過光学材料又は金属のいずれによっても構成されない部品によ
って吸収される恐れもある。上述の例は、照射された場合に気体を放出するプラスチック
部品を含む場合があるマニピュレータデバイスのケーブル、センサ、及び／又はアクチュ
エータである。この気体の放出は、それによってこれらの部品の機能が劣化する可能性が
あるからだけではなく、結像ビーム経路の内側の雰囲気が影響を受ける恐れもあるから一
般的に望ましくない。
【００１４】
　例えば、マイクロリソグラフィのための投影対物系のような複雑な設計の光学結像系で
は、結像に対する散乱光の悪影響を低減するために、１つ又はそれよりも多くのバッフル
板が装備されることは公知である。例えば、特許ＵＳ　６，７１７，７４６　Ｂ２は、反
射屈折投影対物系の例示的な実施形態を提供しており、この場合、散乱光又は偽光を低減
するためのバッフル板を物体平面と像平面の間に形成される実中間像の領域内に挿入する
ことができる。公開番号ＷＯ　２００６／１２８６１３　Ａ１を有する国際特許出願は、
物体を第１の実中間像内に結像するための第１の対物系部分、第１の対物系部分から到着
する放射線を用いて第２の実中間像を生成するための第２の対物系部分、及び第２の実中
間像を像平面に結像するための第３の対物系部分、並びに第２の対物系部分内の放射線が
第１及び第３の対物系部分とは別の方向に進むことを保証する放射線誘導デバイスを有す
る反射屈折投影対物系の例を示している。第１の対物系部分から第３の対物系部分に第２
の対物系部分を回避する方式で直接に進むことになる放射線成分が遮蔽によって実質的に
低減するように、ビーム偏向デバイスの領域内に少なくとも１つの絞りが配置される。こ
のようにして、像平面に通過するものは、主に又は完全に、全ての光学構成要素が設けら
れた結像ビーム経路全体を用い、かつそれに応じて十分に補正された波面を有する結像に
寄与することができる放射線である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】ＵＳ　２００３／０２３４９１８　Ａ１
【特許文献２】ＵＳ　４，７３３，９４５
【特許文献３】ＵＳ　６，０９７，５３６
【特許文献４】ＵＳ　２００２／０１６３７４１　Ａ１
【特許文献５】ＵＳ　６，７１７，７４６　Ｂ２
【特許文献６】ＷＯ　２００６／１２８６１３　Ａ１
【特許文献７】ＵＳ　２００７／０１６５２０２　Ａ１
【特許文献８】ＷＯ　２００５／０２６８４３　Ａ２
【特許文献９】ＷＯ　２００４／０１９１２８　Ａ２
【特許文献１０】ＷＯ　２００５／１１１６８９　Ａ２
【特許文献１１】ＵＳ　７，０８１，２７８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明の目的は、多数の透過光学要素を有し、かつその場合に同等の構成のものである
従来設計の光学結像系と比較して結像品質に対する偽光の悪影響を実質的に低減すること
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ができる投影対物系を提供することである。本発明の目的はまた、相応に最適化された投
影露光機械を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の一構成によると、この目的は、請求項１の特徴を有する投影対物系、及び請求
項１５の特徴を有する投影露光機械によって達成される。全ての請求項の文言は、引用に
よって本明細書に組み込まれている。
【００１８】
　特許請求する本発明による一般的な設計の投影対物系の場合には、透過光学要素のうち
の少なくとも１つには、光学要素の直ぐ上流に配置された偽光絞りと、光学要素の直ぐ下
流に配置された第２の偽光絞りとを有する絞り配列が割り当てられ、偽光絞りの各々は、
偽光絞りが、縁部領域の少なくとも一部を結像ビーム経路の外側を進む放射線に対して遮
蔽するように成形される。
【００１９】
　従って、遮蔽領域内では、偽光は、光学要素の縁部領域、及び適切な場合は光学要素を
その位置に保持するのに使用する保持デバイスの保持要素に入射することができず、又は
大幅に低減された程度にしか入射することができないことが分る。この場合、光学要素の
直ぐ上流に配置された第１の偽光絞りは、透過方向に関して光学要素の光入射側から到着
する偽光を遮蔽する。第２の偽光絞りは、透過方向に関して光学要素の下流に、すなわち
、光学要素の対応する光射出側に位置する。後面の第２の偽光絞りは、縁部領域を例えば
その後の光学要素の光入射側における反射、及び／又はその後の保持デバイスの要素にお
ける反射によってもたらされる可能性がある放射線に対して同様に遮蔽する。
【００２０】
　この関連において、「直ぐ」という用語は、各場合に、偽光絞りと、光学要素のこの絞
りに対向する面との間にいかなる更に別の光学要素も位置しないことを意味する。このよ
うにして、偽光絞りは、保護される光学要素の極めて近くに取り付けることができ、従っ
て、偽光を空間的に明確に定められた方式で遮蔽することが可能になる。しかし、偽光絞
りと、光学要素の偽光絞りに対向する面との間に保持デバイスの部品、特に、光学要素の
縁部領域内で光学要素に対して作用する保持要素の部品を位置させることができる。偽光
絞りと光学要素の対向する面との間に位置する保持デバイスの部品は、適切な偽光絞りに
よって偽光に対して遮蔽することができる。
【００２１】
　一部の実施形態では、偽光絞りは、絞り開口部を定める内側絞り縁部を有し、この絞り
縁部と、それに関連付けられた光学要素の光学面との間の有限の間隔は、最大５ｍｍであ
り、好ましくは、２ｍｍよりも小さく、特に、１ｍｍよりも小さい。それによって遮蔽領
域において空間内に非常に有効に定められた遮蔽効果を十分な保護効果と共に得ることが
できる。全ての作動条件の場合に、それと同時に絞り縁部と光学要素の間の物理的接触の
回避を保証するために、約１／１０ｍｍから約２／１０ｍｍまでの最小間隔が有利である
。
【００２２】
　更に、それと同時に、偽光絞りと、それに割り当てられた光学面との間に位置する保持
デバイスの要素が同様に適宜遮蔽されるように、偽光絞りは、外側の好ましくは平坦な縁
部区画を有することができ、この縁部区画には、光学要素に対して傾斜して延びて絞り縁
部を定める内側区画が絞り縁部の方向に連結される。内側区画は、例えば、円錐形又は円
錐台形状のものとすることができる。光学面と偽光絞りの間の間隔は、そのような構成の
場合に絞り縁部から半径方向外向きに非常に大きく増大し、従って、光学要素と偽光絞り
の間で起こり得る幅狭の絞り縁部領域に対するいかなる熱変化の効果も限定された状態に
留まる。
【００２３】
　本発明者による研究は、保持デバイスの要素における偽光の吸収が、僅かな局所加熱で
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あっても、縁部領域における接触ゾーンの領域内の加熱を招く可能性があることを示して
いる。偽光の空間分布に基づいて、この加熱は、保持要素自体が、保持される光学要素の
外周にわたって規則的又は対称に配分される場合であっても、光学要素の好ましくない非
対称熱負荷を招く可能性がある。
【００２４】
　次に、一部の実施形態の場合に、偽光絞りは、光学要素の場合に全ての接触ゾーン及び
これらの接触ゾーンに割り当てられた保持要素が結像ビーム経路の外側を進む放射線に対
して遮蔽されるように成形及び配置される。このようにして、偽光絞りが装備された光学
要素の装着技術全体を偽光の照射に対して保護することができる。
【００２５】
　遮蔽された光学要素の場合に、接触ゾーンのうちの一部のみ、及びこれらの接触ゾーン
に割り当てられた保持要素のうちの一部のみが、結像ビーム縁部の外側を進む放射線に対
して遮蔽されるように、一方又は両方の偽光絞りを成形及び配置することができる。この
ようにして、非遮蔽領域内で偽光によって誘起される局所熱発生を意図的に許すことがで
きる。
【００２６】
　縁部領域を少なくとも部分的に遮蔽する偽光絞りによる光学要素の双方向保護は、１つ
又はそれよりも多くの光学要素上にもたらすことができ、結像ビーム経路内の光学要素は
、物体平面と像平面の間の結像ビーム経路が光学要素の有用領域を１回のみ通過するよう
に配置される（いわゆる１回通過光学要素）。部分的又は縁部領域全体の双方向遮蔽は、
いわゆる２回通過光学要素では特に有利である。この場合、これらの光学要素は、例えば
、レンズ面が、一方の部分ビーム経路に対して光入射面として機能し、かつ他方の部分ビ
ーム経路に対して光学要素の射出面として機能するように、物体平面と像平面の間を進む
放射線が対向方向に透過する光学要素として理解される。偽光強度は、通例、光射出側の
領域よりも光入射側の領域内で大きいので、この場合に２つの光入射側の双方向保護は特
に有利である。
【００２７】
　一部の実施形態では、投影対物系は、少なくとも１つの凹ミラーを有し、結像ビーム経
路は、物体平面と凹ミラーの間に延びる第１の部分ビーム経路と、凹ミラーと像平面の間
に延びる第２の部分ビーム経路とを有し、光学要素及びそれに割り当てられた偽光絞りは
、第１及び第２の部分ビーム経路が光学要素の有用領域及び偽光絞りを通るように２回通
過領域に配置される。偽光絞りによって両方の透過方向に双方向保護がもたらされ、放射
線は、それぞれ、入射側に入射するか又は典型的には縁部領域内で定められた方式で遮蔽
される。
【００２８】
　偽光絞りによる偽光の遮蔽は、縁部領域の外周にわたって均一に起こすことができる。
従って、通常の円形光学要素の場合には、偽光絞りを例えば少なくとも縁部領域全体又は
縁部領域の半径方向の部分領域が偽光絞りによって遮蔽されるように、円形の絞り開口部
を有する円形絞りの方式で設計することができる。
【００２９】
　円形絞り開口部を有する偽光絞りは、特に、結像ビームの断面が通例は同様にほぼ円形
である光学結像系の瞳の近くに位置する光学要素の場合に設けることができる。しかし、
結像ビーム経路を制限し、従って、結像ビームの一部分を遮光することが意図された開口
絞りとは対照的に、偽光絞りの場合には、偽光絞りが結像ビーム経路を制限しないように
、結像ビーム経路の縁部の位置を進む結像ビームの光線と内側絞り縁部の間に間隔が存在
する。
【００３０】
　絞り配列の偽光絞りは、結像ビーム経路内の放射線の断面形状に異なる方式で適応させ
ることができる。一部の実施形態では、絞り配列の偽光絞りは、偏心絞り開口部を適宜有
し、これは、この絞り開口部の外周の少なくとも８０％、又は更に少なくとも９０％にお
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いて絞り縁部とビームの間の間隔が２ｍｍよりも小さく、特に１ｍｍよりも小さくなるよ
うに、結像ビーム経路内のビームの恐らくは偏心的な断面形状に適合された形状を有する
。この場合、絞り開口部は、光学要素の遮蔽された光学面上の結像ビームの受光域の断面
形状に適合され、結像ビーム経路の放射線全体を障害なしに通すことを可能にし、光学有
用領域のうちで結像に使用されない領域及び縁部領域を遮蔽する。それによって偽光の最
適な抑制が可能である。その一方、結像ビーム経路の望ましくない制限を回避するために
、１／１０ｍｍから２／１０ｍｍのマグニチュードのものである絞り縁部とビームの間の
横方向の安全間隔は、絞り縁部にわたってこのマグニチュードを可能な限り下回ってはな
らない。
【００３１】
　偽光絞りのうちの少なくとも１つは、偽光絞りが、縁部領域の外周の一部のみを結像ビ
ーム経路の外側を進む放射線に対して遮蔽し、縁部領域の他の部分が、結像ビーム経路の
外側を進む放射線に露光されるように、外周方向にセグメント化された偽光絞りとして成
形することができる。この関連において、「外周方向にセグメント化」という用語は、特
に、外周方向、すなわち、方位角方向の偽光絞りの空間効果が、偽光絞りの形状によって
説明することができ、従って、一部の外周領域内の遮蔽効果が、他の外周領域内のものと
異なるように変化することを意味する。外周方向にセグメント化された偽光絞りは、光学
要素の縁部領域の一部分が偽光に対して遮蔽されないように成形することができる。この
偽光絞りは、例えば、縁部領域に対して作用する保持デバイスの保持要素が位置する接触
ゾーン領域のみをそれぞれ偽光に対して遮蔽し、これらの領域の間に位置する装着技術が
いかなる接触も持たない外周領域を未遮蔽のままに残すために利用することができる。
【００３２】
　結像ビーム経路内を進む放射線は、結像系内の光学要素によってある一定の程度で常に
吸収され、この場合、吸収の程度は、特に、光学要素に使用される材料、例えば、レンズ
材料、ミラーの材料、及び／又は通常設けられる反射防止コーティング（レンズなどの場
合）又は反射コーティング（ミラーの場合）によるとすることができる。この吸収は、照
射領域内での光学要素の加熱を招く可能性があり、その結果は、光学要素の屈折特性及び
／又は反射特性における熱的に誘起される変化の誘起である。この１組の問題は、多くの
場合にレンズ加熱という用語の下で包括される。局所加熱のそのような事例は、放射線負
荷及びそれに関連付けられた局所加熱が光学要素の対称軸に関してほぼ回転対称方式で分
散される場合は殆ど問題にならないとすることができる。その一方、非対称、特に非回転
対称放射線負荷が発生する場合には、作動中に結像品質に対して実質的な問題が発生する
可能性がある。この非対称性は、特に、軸外有効物体視野（軸外系）を有する反射屈折系
、特に、光学系の瞳平面から比較的大きい距離の位置又は視野平面の光学的近傍に配置さ
れた光学要素を有するものでは大きいとすることができる。
【００３３】
　一部の実施形態では、光学要素は、光学有用領域の内側に非回転対称放射線負荷を伴っ
て配置され、外周方向にセグメント化された少なくとも１つの偽光絞りは、光学要素の放
射線負荷の非対称性が、放射線が結像ビーム経路の外側の縁部領域上に入射することによ
って低減されるように、光学有用領域内の放射線負荷の空間分布に適合される。その結果
、未遮蔽領域内の縁部領域上に入射する偽光が、結像ビーム経路内の放射線負荷に対して
実質的に補完的な空間分布を有して熱を誘発する放射線負荷を生成することを保証するこ
とができ、それによって放射線負荷に関する対称性を少なくとも部分的に得ることができ
る。言い換えれば、有用領域内の非対称放射線負荷の悪影響を偽光によってある一定の程
度まで補償することができる。従って、偽光は、負のレンズ加熱効果に対する受動マニピ
ュレータとして使用することができる。
【００３４】
　投影対物系は、少なくとも１つの凹ミラーを有する反射屈折投影対物系とすることがで
きる。投影対物系は、屈折投影対物系、すなわち、屈折力を有する全ての光学要素が作動
波長の光に対して透過的である投影対物系とすることができる。好ましくは、作動波長は
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、２００ｎｍよりも短い深紫外領域（ＤＵＶ）内にある。
【００３５】
　本発明は、投影対物系の像面の領域に配置され、投影対物系の物体平面の領域に配置さ
れたマスクのパターンの少なくとも１つの像を有する放射線感応基板を露光するための投
影露光機械に関し、これは、紫外線を出力するための光源と、光源の光を受光し、マスク
のパターン上に向けられる照明放射線を成形するための照明系と、マスクの構造を感光基
板上に結像するための投影対物系とを有し、投影対物系は、特許請求する本発明によって
構成される。
【００３６】
　特許請求の範囲から明らかになるものに加えて、これら及び更に別の特徴は、本明細書
及び図面からも明らかになり、個々の特徴をそれら自体にそれぞれ実施するか又はそれ自
体も特許取得の対象になる有利な設計を表すために、本発明及び他の分野の実施形態にお
いて部分結合の形態で別々に実施することができる。本発明の例示的な実施形態を図面に
例示し、以下により詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】マイクロリソグラフィ投影露光機械の模式的な図である。
【図２】例示的な実施形態による反射屈折投影対物系を通る子午レンズ断面図である。
【図３】３Ａは２つの側に偽光絞りを有する正の２回通過近視野レンズを有する図２に示
している例示的な実施形態の第２の対物系部分の拡大詳細図である。３Ｂ及び３Ｃは上流
に配置された偽光絞りを有する正のレンズの片側の軸線方向上面図である。
【図４】縁部領域及び保持デバイスが絞り配列の偽光絞りによって偽光に対して遮蔽され
た縁部領域内で保持デバイスによって保持される両凸レンズを通る軸線方向に平行な断面
図である。
【図５】様々な実施形態による絞り配列において異なる種類の偽光絞りの模式的な図であ
る。
【図６】様々な実施形態による絞り配列において異なる種類の偽光絞りの模式的な図であ
る。
【図７】様々な実施形態による絞り配列において異なる種類の偽光絞りの模式的な図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　以下の好ましい実施形態の説明では、「光軸」という用語は、光学要素の曲率中心を通
る直線又は直線区画シーケンスを表す。光軸は、折り返しミラー（偏向ミラー）又は他の
反射面で折り返される。例では、物体は、集積回路のパターンを有するマスク（レチクル
）であり、別のパターン、例えば、格子も可能である。例では、像は、フォトレジスト層
が設けられた基板として機能するウェーハ上に投影される。他の基板、例えば、液晶ディ
スプレイのための要素又は光学格子のための基板も可能である。
【００３９】
　図１は、半導体構成要素及び他の微細構造化構成要素の製造に対して使用することがで
き、マイクロメートルの数分の１までの解像度を得るために深紫外領域（ＤＵＶ）からの
光又は電磁放射線で作動するマイクロリソグラフィ投影露光機械ＷＳＣの例を示している
。λが約１９３ｎｍの作動波長λを有するＡｒＦエキシマレーザは、主放射線源又は光源
ＬＳとして機能する。同様に他のＵＶレーザ光源、例えば、１５７ｎｍの作動波長を有す
るＦ2レーザ、又は２４８ｎｍの作動波長を有するＡｒＦエキシマレーザも可能である。
【００４０】
　光源ＬＳの下流の照明系ＩＬＬは、その射出面ＥＳ内に、光路内に照明系ＩＬＬの下流
に配置された投影対物系ＰＯのテレセントリック要件に適合された大きくて鮮明に限界が
定められた実質的に均一に照明される照明視野を生成する。σ照明系ＩＬＬは、異なる照
明モード（照明設定）を設定するためのデバイスを有し、例えば、異なる干渉度σを有す
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る軸上照明と変形照明の間で切り換えることができ、変形照明モードは、例えば、輪帯照
明、二重極照明、四重極照明、又は別の多重極照明を含む。適切な照明系の設計は、それ
自体公知であり、従って、本明細書では詳細に説明しない。特許出願ＵＳ　２００７／０
１６５２０２　Ａ１（ＷＯ　２００５／０２６８４３　Ａ２に対応する）は、様々な実施
形態の状況に使用することができる照明系の例を示している。
【００４１】
　投影露光機械の照明系ＩＬＬは、レーザＬＳの光を受光して、この光からレチクルＭ上
に向けられる照明放射線を形成する光学構成要素を含む。
【００４２】
　レチクル上に配置されたパターンが、投影対物系ＰＯの照明系の射出平面ＥＳと一致し
、本明細書ではレチクル平面ＯＳとも表す物体平面ＯＳ内に位置するように、照明系の下
流の光路内には、マスクＭ（レチクル）を保持及び操作するためのデバイスＲＳが配置さ
れる。走査方向（ｙ方向）のスキャナ作動に対して、走査駆動体を用いて光軸ＯＡ（ｚ方
向）に対して垂直の方式で上記平面内でマスクを移動させることができる。
【００４３】
　レチクル平面ＯＳの下流に続くのは投影対物系ＰＯであり、投影対物系ＰＯは縮小対物
系として機能し、マスクＭ上に配置されたパターンの像をフォトレジスト層で被覆されて
投影対物系ＰＯの像平面ＩＳの領域内に位置する感光基板面ＳＳを有する基板Ｗ上に縮小
スケール、例えば、１：４（｜β｜＝０．２５）又は１：５（｜β｜＝０．２０）という
スケールで結像する。
【００４４】
　例示的な事例では半導体ウェーハＷである露光される基板は、光軸ＯＡに対して垂直な
走査方向（ｙ方向）にウェーハをレチクルＭと同期して移動させるために、スキャナ駆動
体を含むデバイスＷＳによって保持される。「ウェーハ台」とも表すデバイスＷＳ及び「
レチクル台」とも表すデバイスＲＳは、この実施形態の事例では投影露光機械の中央制御
デバイスＣＵ内に統合される走査／制御デバイスによって制御されるスキャナデバイスの
構成要素である。
【００４５】
　照明系ＩＬＬによって生成される照明視野は、投影露光に使用される有効物体視野ＯＦ
を定める。例示的な事例では、有効物体視野ＯＦは矩形であり、走査方向（ｙ方向）と平
行に測定される高さＡ*、及び走査方向と垂直に（ｘ方向に）測定される幅Ｂ*＞Ａ*を有
する。アスペクト比ＡＲ＝Ｂ*／Ａ*は、通例、２と１０の間、特に３と６の間にある。有
効物体視野は、ｙ方向に間隔を有して光軸の隣に位置する。有効物体視野と光学的に共役
な像面ＩＳ内の有効像視野は、有効物体視野と同じ形状及び高さＢと幅Ａの間の同じアス
ペクト比を有するが、絶対視野サイズは、投影対物系の結像スケールβによって縮小され
、すなわち、Ａ＝｜β｜Ａ*、及びＢ＝｜β｜Ｂ*である。
【００４６】
　図２は、反射屈折投影対物系２００の実施形態の模式的な子午レンズ断面を作動中に投
影対物系を通って進む投影放射線の結像ビーム経路を説明するための代表的なビームと共
に示している。投影対物系は、投影対物系の物体平面ＯＳに配置されたマスクパターンを
縮小スケール、例えば、４：１というスケールで物体平面と平行に整列した投影対物系の
像平面ＩＳ上に結像することを目的とする縮小結像系として設けられる。この場合、物体
平面と像平面の間には、正確に２つの実中間像ＩＭＩ１、ＩＭＩ２が生成される。透過光
学要素のみで構成された第１の対物系部分ＯＰ１、従って、純屈折（光屈折）対物系部分
ＯＰ１は、物体平面のパターンが、実質的にサイズ変化なしに第１の中間像ＩＭＩ１内に
結像されるように設計される。第２の反射屈折対物系部分ＯＰ２は、第１の中間像ＩＭＩ
１を実質的にサイズ変化なしに第２の中間像ＩＭＩ２内に結像する。第３の純屈折対物系
部分ＯＰ３は、第２の中間像ＩＭＩ２を強い縮小を伴って像平面ＩＳ内に結像するように
設計される。
【００４７】
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　物体平面と第１の中間像の間、第１の中間像と第２の中間像の間、並びに第２の中間像
と像平面の間には、結像系の瞳面Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３が、光学像の主光線ＣＲが光軸ＯＡと
交わる位置にそれぞれ位置する。第３の対物系部分ＯＰ３の瞳面Ｐ３の領域内には、系の
開口遮光器ＡＳが取り付けられる。反射屈折の第２の対物系部分ＯＰ２の側部の瞳面Ｐ２
は、凹ミラーＣＭの直近に位置する。
【００４８】
　投影対物系が、液浸対物系として設計及び作動される場合には、投影対物系の作動中に
、放射線は、投影対物系の射出面と像平面ＩＳの間に設けられた液浸液の薄層を通じて透
過される。例えば、国際特許出願ＷＯ　２００４／０１９１２８　Ａ２には、同等の基本
設計を有する液浸対物系が示されている。液浸作動中には、像側開口数ＮＡ＞１が可能で
ある。乾式対物系としての構成も可能であり、この場合、像側開口数はＮＡ＜１という値
に制限される。
【００４９】
　反射屈折の第２の対物系部分ＯＰ２は、投影対物系の単一の凹ミラーＣＭを含む。凹ミ
ラーの直ぐ上流には、２つの負のレンズＬ２－２及びＬ２－３を有する負の群ＮＧが設け
られる。時にはシュプマン色消しレンズで表されるこの配列では、凹ミラー及びその近く
にある負のレンズの曲率によってペッツヴァル補正、すなわち、像視野湾曲の補正がもた
らされ、それに対して凹ミラーの上流にある負のレンズの屈折力及び凹ミラーに対する絞
りの位置決めされによって色補正がもたらされる。
【００５０】
　反射偏向デバイスは、物体平面ＯＳから凹ミラーＣＭに進むビーム又は対応する部分ビ
ーム経路ＲＢ１を凹ミラーにおける反射の後に凹ミラーと像平面ＩＳとの間で進むビーム
又は部分ビーム経路ＲＢ２から分離する目的を実現する。この目的のために、偏向デバイ
スは、物体平面から到着する放射線を凹ミラーＣＭに反射するための平坦な第１の偏向ミ
ラーＦＭ１と、第１の偏向ミラーＦＭ１に対して直角に整列し、凹ミラーによって反射さ
れた放射線を像平面ＩＳの方向に偏向する第２の偏向ミラーＦＭ２とを有する。光軸は偏
向ミラーで折り返されるので、本出願では偏向ミラーを折り返しミラーとも表す。投影対
物系の光軸ＯＡに対して、偏向ミラーは、光軸と垂直に延びる第１の方向（ｘ方向）と平
行な傾斜軸の回りに例えば４５°だけ傾斜される。走査作動のための投影対物系の１つの
設計では、第１の方向（ｘ方向）は、走査方向（ｙ方向）に対して垂直であり、従って、
マスク（レチクル）及び基板（ウェーハ）の移動方向に対して垂直である。この目的のた
めに、偏向デバイスは、互いと垂直に整列した偏向ミラーとして機能する外部が銀メッキ
された短い面を有するプリズムによって実施される。
【００５１】
　中間像ＩＭＩ１、ＩＭＩ２は、折り返しミラーＦＭ１及びＦＭ２の光学的近傍に位置し
、それぞれこれらのミラーに最も近く位置するが、ミラー面上で起こり得る誤差が像平面
に鮮明に結像されないように、かつ平坦な偏向ミラー（平面ミラー）ＦＭ１、ＦＭ２が適
度の放射線エネルギ密度の領域内に位置するように、折り返しミラーから最短光学距離の
位置にある。
【００５２】
　（近軸）中間像の位置は、それぞれ物体平面及び像平面と光学的に共役な系の視野平面
を定める。従って、偏向ミラーは、系の視野平面の光学的近傍に位置し、本出願の範囲で
はこれを「近視野」とも表す。この場合、第１の折り返しミラーは、第１の中間像ＩＭＩ
１に属する第１の視野平面の光学的近傍に配置され、第２の投影ミラーは、第１の視野平
面と光学的に共役な第２の中間像ＩＭＩ２に属する第２の視野平面の光学的近傍に配置さ
れる。
【００５３】
　本出願では、基準平面（例えば、視野平面又は瞳平面）に対する光学面の光学的近接性
又は光学的距離をいわゆる部分口径比ＳＡＲによって説明する。本出願の目的では、光学
面の部分口径比ＳＡＲは、次式で定められる。
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ＳＡＲ＝ｓｉｇｎ　ｈ（ｒ／（｜ｈ｜＋｜ｒ｜））
ｒは、周縁光線高さを表し、ｈは、主光線高さを表し、符号関数ｓｉｇｎ　ｘは、ｘの符
号を表し、慣習的にｓｉｇｎ　０＝１が成り立つ。主光線高さは、絶対値で最大視野高さ
を有する物体視野の視野点の主光線の光線高さとして理解される。この場合、光線高さは
、符号を有するとして理解される。周縁光線高さは、光軸と物体平面の交差点から発する
最大開口を有する光線の光線高さとして理解される。この視野点は、特に軸外像視野の場
合に、物体平面に配置されたパターンの伝達に寄与する必要はない。
【００５４】
　部分口径比は、符号を有する変数であり、ある一定の平面の視野又は瞳へのビーム経路
内での近接性の尺度である。定義によると、部分口径比は、－１と＋１の間の値に正規化
され、各視野平面内では部分口径比はゼロであり、瞳平面内では、部分口径比は－１から
＋１へ、又はその逆にジャンプする。従って、絶対値で１という部分口径比は瞳平面を判
断する。
【００５５】
　従って、近視野平面は０に近い部分口径比を有し、それに対して近瞳平面は、絶対値で
１に近い部分口径比を有する。部分口径比の符号は、基準平面の上流又は下流の平面の位
置を判断する。
【００５６】
　両方の偏向ミラーに対して、偏向ミラーと、最も近く（直近）に位置する中間像との間
には光学要素が配置され、部分口径比ＳＡＲが、絶対値で０．３よりも小さく、特に０．
２よりも小さいことが成り立つ。ＦＭ１ではＳＡＲ＝＋０．１３７が、ＦＭ２ではＳＡＲ
＝－０．０４０が成り立つ。
【００５７】
　この系の特別な特徴は、幾何学的に折り返しミラーＦＭ１、ＦＭ２と凹ミラーＣＭの間
の投影対物系の放射線を２回伝達することができる通過領域に、２つの対向する通過方向
に使用されて、物体平面ＯＳ又は第１の中間像ＩＭＩ１と凹ミラーＣＭの間の第１の部分
ビーム経路及び凹ミラーと第２の中間像ＩＭＩ２又は像平面ＩＳの間の第２の部分ビーム
経路の両方において、放射線が互いにオフセットされたレンズ領域内に伝達される正の両
凸レンズＬ２－１が設けられることにある。正のレンズＬ２－１は、凹ミラーＣＭよりも
折り返しミラーＦＭ１、ＦＭ２の近くに、特に、ファセットミラーと凹ミラーの間の軸線
方向間隔の最初の３分の１に配置される。正のレンズＬ２－１は、第１の中間像ＩＭＩ１
及び第２の中間像ＩＭＩ２の両方に対して近視野方式で配置され、従って、２つの中間像
に対する視野レンズとして機能する。物体平面と凹ミラーの間の光路における最初の通過
中には、偏向ミラーに対向する面Ｌ２－１－１上の部分口径比は、ＳＡＲ＝－０．１７５
であり、他方の面上ではＳＡＲ＝－０．２４９である。凹ミラーと像平面の間の光路にお
ける２回目の通過中には、凹ミラーに対向する光入射面Ｌ２－１－２上ではＳＡＲ＝＋０
．２５４が成り立ち、偏向ミラーに対向する光射出面上ではＳＡＲ＝０．１８０が成り立
つ。従って、各場合に、レンズ面上の部分口径比は、絶対値で０．３よりも小さい。
【００５８】
　第１の中間像ＩＭＩ１と凹ミラーＣＭの間の光路では、屈折力の効果は、特に、凹ミラ
ーの直ぐ上流に配置された負の群ＮＧの連続するレンズＬ２－２及びＬ２－３の直径、並
びに凹ミラーＣＭの直径を小さく保つことができることである。凹ミラーから第２の中間
像ＩＭＩ２、更に像平面への光路では、正の屈折力は、第２の折り返しミラーＦＭ２上に
も入射する放射線の入射角帯域幅の縮小を起こし、従って、第２の折り返しミラーＦＭ２
を有利な反射層で被覆することができる。更に、視野レンズは、照明視野に最も近い液浸
投影対物系の高い像側開口数（ＮＡ＝１．３０）の生成を実質的に受け持つ第３の屈折対
物系部分ＯＰ３内のレンズ直径を制限する役割を有利に達成する。
【００５９】
　公開番号ＷＯ　２００５／１１１６８９　Ａ２の本出願人の国際特許出願には、そのよ
うな正の視野レンズの構成に関する更に別の利点及びオプションが説明されている。図２
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の例示的な実施形態の光学設計は、ＷＯ　２００５／１１１６８９　Ａ２の図１１に示さ
れている例示的な実施形態のものに対応する。ＷＯ　２００５／１１１６８９　Ａ２の内
容は、この範囲で引用によって本明細書に組み込まれている。
【００６０】
　投影対物系の作動中に、近視野位置に配置された正のレンズは、結像ビーム経路内を伝
播する放射線により、非回転対称レンズ加熱効果を招く可能性がある非回転対称放射線負
荷に露光される。説明の目的で、図３Ｂは、偏向ミラーＦＭ１、ＦＭ２に対向する非球面
湾曲レンズ面Ｌ２－１－１の光軸と平行な向きの上面図を示しており、図３Ｃは、凹ミラ
ーＣＭに対向する非球面湾曲レンズ面Ｌ２－１－２の対応する軸線方向の上面図を示して
いる。レンズ面上に、いわゆる受光域ＦＴＰ１－１及びＦＴＰ２－１（非球面レンズ面に
おける）及び球面レンズ面におけるそれぞれＦＴＰ１－２及びＦＴＰ２－２をそれぞれ例
示している。受光域は、各場合に、光学有用領域内で投影ビームによって全体が照明され
る領域に対応する。模式的な図では、受光域を丸いコーナを有する矩形として近似的に示
している。この図は、レンズが近視野（小さい部分口径比）であるから、レンズ面の位置
における投影ビームの断面が、有効物体視野の矩形形状に近似的に一致することを示して
いる。受光域の丸いコーナは、最も近い視野平面（すなわち、最も近い中間像）の位置に
対するレンズ面の光学的間隔の理由から、矩形形状が正確な矩形形状から逸脱することを
示している。更に、例示している投影対物系では、投影ビームの断面は、瞳面の近くに位
置する光学面上では実質的に円形であると説明することができる。
【００６１】
　ｘ－ｚ平面の上にそれぞれ示している受光域ＦＴＰ１－１及びＦＴＰ１－２は、それぞ
れ、物体平面から凹ミラーの方向に延びる第１の部分ビーム経路ＲＢ１であり、非球面レ
ンズ面Ｌ２－１－１が光入射面として機能し、非球面レンズ面Ｌ２－１－２が光射出面と
して機能する部分ビーム経路に属する。それとは対照的に、ｘ－ｚ平面の下にそれぞれ位
置する受光域ＦＴＰ２－１及びＦＴＰ２－２は、凹ミラーと像面の間の第２の部分ビーム
経路ＲＢ２に属し、この場合、球面レンズ面Ｌ２－１－２は、光入射面として機能し、非
球面レンズ面Ｌ２－１－１は、光射出面として機能する。
【００６２】
　第２の対物系部分ＯＰ２は、少なくとも近似的に－１：１という結像スケールを有する
ので、ｘ－ｚ平面の両側に位置する受光域は、それぞれ、ｘ－ｚ平面に関して鏡像方式で
配置されるが、サイズが実質的に等しく、非常に類似した形状を有する。従って、全体的
な結果は、光軸ＯＡに関して回転対称性を示さないが、ｘ－ｚ平面に関してほぼ鏡面対称
な非回転対称放射線負荷である。特に、ｘ方向に沿った放射線負荷が、ｘ方向に対して垂
直なｙ方向よりも縁部領域の近くに達することが有意である。従って、ｘ方向に位置する
縁部領域のゾーンは、照明領域からの大きい半径方向の間隔を有するｙ方向に位置するゾ
ーンよりも強度に加熱される傾向を有する。
【００６３】
　例示的な実施形態では、結像品質に対するこの非回転対称放射線負荷の起こり得る悪影
響は、外周方向にセグメント化された１対の偽光絞りＳＬＳ１、ＳＬＳ２を有する第１の
絞り配列ＳＡ１を用いて少なくとも部分的に補償される。レンズの縁部領域のある一定の
区画上での偽光の照射がターゲット方式で許容され、それによって同様に偽光が、偽光に
よって照射される領域内のレンズ材料を僅かに加熱することができ、従って、投影ビーム
によってもたらされる非対称レンズ変形を少なくとも部分的に補償することができるよう
に、上述の絞りの遮蔽効果は、光学有用領域内（すなわち、受光域の領域内）の放射線負
荷の空間分布に適合される。この目的のために、第１の偽光絞りＳＬＳ１は正のレンズの
非球面レンズ面Ｌ２－１－１の直ぐ上流、すなわち、幾何学的に非球面レンズ面Ｌ２－１
－１と折り返しミラーの間に取り付けられ、反対の球面レンズ面Ｌ２－１－２の直近には
第２の偽光絞りＳＬＳ２が取り付けられ、これらの偽光絞りは、それぞれ、ある一定の方
位角領域内でレンズの縁部領域の一部を遮蔽するが、他の方位角領域を解放状態に残す。
第１の部分ビーム経路ＲＢ１を参照すると、第１の偽光絞りＳＬＳ１はレンズの上流に設
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けられ、第２の偽光絞りＳＬＳ２は下流に設けられる。これらの役割は、凹ミラーと像面
の間に延びる第２の部分ビーム経路ＲＢ２に関して逆転され、従って、この場合、第２の
偽光絞りＳＬＳ２は、正のレンズＬ２－１の直ぐ上流に配置され、第１の偽光絞りＳＬＳ
１は、その直ぐ下流に配置される。
【００６４】
　図３Ｂを用いて、偽光絞りの幾何学形状を偏向ミラーＦＭ１、ＦＭ２に対向する第１の
偽光絞りＳＬＳ１に対してより詳細に説明する（図６とも比較されたい）。偽光絞りは、
半径方向に完全にレンズの外側に位置する外側リング区画を有する。外周方向に互いから
オフセットされた４つの領域では、矩形遮蔽区画ＳＰ１－１及びＳＰ１－２、並びにＳＰ
２－１及びＳＰ２－２がそれぞれ、レンズの縁部領域に沿って半径方向に内向きに突出し
、例えば、１０°から２０°のある一定の外周角にわたって縁部領域の外周区画を覆う。
従って、絞り直径は、これらの方位角領域内ではレンズ直径よりも小さい。遮蔽区画は、
それぞれ、受光域の外側の角が、レンズの縁部領域の方向に特に遠くまで達する外周の位
置、すなわち、熱負荷が、レンズの縁部領域の方向にあったものとしても他の外周区画と
比較して大きい位置で光軸の方向に内向きに突出する。全体の結果は、ｘ－ｚ平面に関す
る鏡面対称性であり、回転対称性ではない。それぞれ約９０°の外周幅を有するｙ方向に
対して対称に位置する中間領域内では、縁部領域のいかなる遮蔽も発生せず、従って、こ
の場合、レンズの縁部に関する限り、偽光は、遮蔽なしに発光することができる。それぞ
れ約４５°の外周幅を有するｘ方向に関して対称に位置する外周区画に対しても同じこと
が成り立つ。遮蔽されない領域内では、レンズ全体の熱負荷が、投影ビームに存在する有
利放射線にのみ起因する熱負荷の場合よりも低い不均一性を有するように、偽光によるレ
ンズの加熱を行うことができる。それによって熱放射線負荷においてある一定の対称性が
もたらされ、従って、熱放射線負荷によってもたらされる収差の低減をもたらす。
【００６５】
　正のレンズＬ２－１と凹ミラーの間に位置する第２の偽光絞りＳＬＳ２の適切な成形は
、凹ミラーの側部の外周方向にセグメント化された対応する遮蔽を保証する。その結果、
一方で、最初に凹ミラーの側部から正のレンズに通過する傾向を有する過開口光を部分的
に遮蔽することができ、更に結像ビーム経路に属さずに凹ミラーによって反射される放射
線をも部分的に遮蔽することができる。
【００６６】
　光学要素の上流に取り付けられた第１の偽光絞り及び光学要素の直ぐ下流に取り付けら
れた第２の偽光絞りを有する絞り配列は、代替的又は追加的に投影対物系の１つ又はそれ
よりも多くの他のレンズの場合に設けることができる。例示的な事例では、そのような双
方向に有効な第２の絞り配列ＳＡ２は、偏向ミラーと凹ミラーの間の２回ビーム通過状態
で配置された負のレンズを有する負の群ＮＧの負のレンズＬ２－２にも割り当てられる。
凹ミラーＣＭにおける第２の瞳平面Ｐ２へのこの負のレンズの近さの理由から、この場合
、投影ビームはほぼ円形の断面を有する。２つの偽光絞りには、相応に円形絞り開口部が
装備され、すなわち、これらの偽光絞りは外周方向にセグメント化されない（図５と比較
されたい）。それによってこのレンズの光学的に未使用縁部領域を偽光の効果に対して両
側で完全に遮蔽することができる。
【００６７】
　例示的な実施形態では、第３の対物系部分ＯＰ３の内側の単ビーム通過領域内には、像
平面に対して凸である正のメニスカスレンズＬ３－６の縁部領域をこのレンズの上流と下
流の両方の外周にわたって均一に偽光に対して遮蔽を行うための第３の絞り配列ＳＡ３が
設けられることになる。光学的な観点からは、正のレンズＬ３－６は、第２の中間像ＩＭ
Ｉ２（部分口径比ＳＡＲ＝０）と、それに続く第３の瞳平面Ｐ３の間の中間領域内に位置
し、この場合、部分口径比ＳＡＲ＝１であり、投影ビームの直径は実質的に円形である。
【００６８】
　更に、この場合、上述の偽光絞りは、第３の瞳面Ｐ３の領域に配置された投影対物系の
開口絞りＡＳに加えて設けられ、開口遮光器とは異なり、投影ビームの断面を制限するよ
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うに機能しないと説明することができる。この例では、絞り開口部の直径を変更すること
によって投影作動において実際に使用される像側開口数を設定するために、開口絞りＡＳ
は、円形絞り開口部を有する可変絞りとして構成される。すなわち、そのような開口遮光
器が結像ビーム経路を制限するのに対して、偽光絞りは、結像ビーム経路内に到達せず、
従って、結像に望ましい放射線の成分を阻害しない。通例、偽光絞りは、不変の絞り幾何
学形状を有する単純な変更不能絞りとして設計される。しかし、個々の偽光絞りを必要に
応じて可変絞りとして設計することができる。
【００６９】
　例示的な事例では、偽光絞りは、各場合にレンズから分離された構成要素であり、例え
ば、金属材料から構成され、光学活性コーティングで適宜被覆することができる。例外的
な事例では、レンズ内の縁部領域のコーティング、例えば、反射コーティングによって偽
光絞りを実施することができる。
【００７０】
　絞り配列ＳＡ４の設計及び機能に関する更なる詳細を上述の投影対物系の視野レンズＬ
２－１又は別の位置に設けられたレンズとすることができる正の両凸レンズＬを通る光軸
ＯＡを含む断面平面に沿った軸上断面を示す図４を用いて説明する。レンズは、その位置
に、基本的に環状の保持デバイスＨＤ（模式的にのみ例示している）によって保持される
。保持デバイスは、複数の保持デバイスＨＥ１、ＨＥ２を有し、これらの保持デバイスは
、レンズの外周にわたって均一に配分され、レンズの円形の環状縁部領域ＥＲに対して作
用し、縁部領域と接触ゾーンＣＺの領域内で接触状態にある。光軸ＯＡの回りには、各場
合に研磨、イオンビーム処理、及び／又はあらゆる他の方式によって光学品質で処理され
たレンズ面の光学有用領域ＯＰＴが位置する。この光学品質は、縁部領域ＥＲにおいて得
る必要はない。
【００７１】
　水平光軸を有して設けられるレンズの例の場合には、保持要素は、レンズの前面側と後
面側の両方に対して作用する。例示的に、レンズは、接触ゾーンの領域内に圧着され（例
えば、ＵＳ　２００３／０２３４９１８　Ａ１により）又は接合層を用いて接合される（
例えば、ＵＳ　６，０９７，５３６又はＵＳ　７，０８１，２７８と比較されたい）こと
によって保持デバイス内に固定することができる。レンズ上への保持要素の固定に関する
これらの文書の開示内容は、引用によって本明細書に組み込まれている。代替的又は追加
的に、例えば、結合、形態拘束、及び／又は力拘束を用いて保持要素と光学要素の間の相
対移動が阻止されることを保証する他の固定技術を利用することができる。垂直光軸を有
して設けられるレンズの場合には、下側での単方向保持及び固定を十分なものとすること
ができる。
【００７２】
　レンズには、図２及び図３に関連して上述したものと類似の方式で、レンズの直ぐ上流
に配置された第１の偽光絞りＳＬＳ４－１と、レンズの直ぐ下流に配置された第２の偽光
絞りＳＬＳ４－２とを有する絞り配列ＳＡ４が割り当てられる。偽光絞りは、図示の対向
する保持要素ＨＥ１とＨＥ２とを偽光に対して完全に遮蔽するようにそれぞれ成形され、
偽光絞りの内側絞り縁部ＳＥ１又はＳＥ２が、それぞれ、これらの保持要素の領域内で接
触ゾーンよりも光軸に近く位置するように、それぞれの接触ゾーンの領域にわたって内向
きに突出する。偽光絞りは、それぞれ、光軸ＯＡに対して垂直な平面に実質的に整列した
外側の平坦な実質的に環状の外側区画ＯＰを有し、内向きに接続する内側区画ＩＰは、例
えば、円錐台形状にあり、それぞれ遮蔽されるレンズ面の方向に比較的急勾配の方式で光
軸に対して傾斜して整列する。その結果、絞り縁部ＳＥ１又はＳＥ２は、それぞれ、遮蔽
されるレンズ面の非常に近くに位置するが、同時に装着技術の部品、特に保持要素を収容
するために、偽光絞りと保護されるレンズ面の間に更に外側に十分な空間が残る。光軸と
平行に測定されたレンズ面からの間隔は、絞り縁部の領域内では、１ミリメートルよりも
大幅に小さい位置にあるとすることができ、例えば、約０．１ｍｍとすることができる。
それによって鋭い縁部の遮蔽が得られる。しかし、間隔は有限であり、従って、物理的接
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触は確実に回避される。保持デバイスは、偽光絞りによってその軸線方向の側面上で、か
つそれぞれの偽光絞りによって光軸に対向するその内側の側面上で遮蔽され、従って、実
際にいかなる偽光も保持要素に通過することができない。
【００７３】
　保持要素のうちの一部が接触ゾーンの領域内で偽光に意図的に露光され、すなわち、遮
蔽されないように偽光絞りを成形する可能性もあることを図６を用いて更に説明すること
ができる。
【００７４】
　例として、それぞれがレンズの絞り配列が設けられた側の軸線方向図を示す図５、図６
、及び図７を用いて、異なる絞り幾何学形状を説明する。参照記号ＳＥは、各場合に偽光
絞りの内側絞り縁部を表し、この縁部を実線で例示している。参照記号ＬＥは、各場合に
レンズの外側レンズ縁部を表し、この外側レンズ縁部が軸線方向図で偽光絞りによって覆
われる場合には、これを破線で例示しており、レンズ縁部が半径方向に絞り縁部の内側に
位置し、従って、偽光に露光される場合には、これを実線で例示している。参照記号ＨＥ
は、一般的に保持デバイスの保持要素を表し、この要素は、それぞれのレンズの縁部領域
と接触状態にある。各場合にこれらの保持要素が偽光絞りによって覆われ、従って、遮蔽
される場合には、これらを破線で示している。保持要素の部品が遮蔽されず、従って、偽
光に露光される位置は、いずれも保持要素を実線で例示している。レンズ面上のハッチン
グされた面は、各場合にそれぞれ可視のレンズ面上の投影ビームの１つ又は複数の受光域
を表す。従って、これらの面の外縁は、対応するレンズ面上の結像ビームの横方向縁部を
表す。
【００７５】
　図５は、円形絞り、すなわち、円形絞り開口部を有する偽光絞りの例を示している。偽
光絞りは、瞳平面の近くに取り付けられたレンズ上に設けられ、これは、受光域ＦＴＰ５
のほぼ円形の断面から見出すことができる。レンズの外周にわたって、偽光絞りは全ての
保持要素及びレンズの縁部領域全体を覆い、投影ビームの断面よりも幾分大きい光学有用
領域の円形区画を解放状態で残す。この場合、投影ビームと絞り縁部の間の半径方向の間
隔は、外周にわたって０．１ｍｍと１ｍｍの間にある。偽光絞りは投影ビームの断面を制
限しないが、内向きに突出する保持要素及び偽光照射の上流の接触ゾーンを含む装着技術
全体を保護する。例示的に、図２及び図３の例示的な実施形態では、第２の絞り配列ＳＡ
２の偽光絞りを円形絞りとして負のレンズＬ２－２の回りに構成することができる。
【００７６】
　図６は、図３Ｂに既に示す第１の絞り配列ＳＡ１の偽光絞りを示しているが、この図で
は、保持要素の遮蔽をより効率的に検出することができる。内向きに突出する遮蔽区画Ｓ
Ｐ１－２からＳＰ２－２の領域内では、レンズの縁部領域が完全に遮蔽されるだけでなく
、縁部領域に対して作用する保持要素も遮蔽される。従って、この場合、偽光照射によっ
て誘起されるいかなる局所熱生成も発生する恐れはない。それとは対照的に、ｘ方向に互
いに対向する保持要素は部分的にしか覆われず、従って、保持要素の半径方向に内向きに
位置する端部は絞り開口部の内側に位置し、従って、偽光の照射に露光される。ｙ方向に
互いに対向して位置するそれぞれ３つの隣接する保持要素の群に対しても同じことが成り
立つ。遮蔽されない接触ゾーンの領域内に恐らく生成される熱は、受光域の領域内に発生
するレンズの熱負荷が低減され、レンズのより均一な熱負荷がある一定の程度でもたらさ
れるように空間的に配分される。
【００７７】
　図７は、偏円形内側絞り縁部ＳＥの進路が、投影ビームの最も近い縁部（受光域から検
出可能）からほぼ均一な間隔（約０．１ｍｍと１ｍｍの間の一般的な値）で絞り開口部の
外周の大部分にわたって位置し、それによって本質的に遮蔽されずに残るものが、投影ビ
ームによる透過において実際に使用される光学有用領域の部分領域だけになるようにする
ことによって区別されるいわゆる「受光域絞り」の例を示している。全ての保持要素を含
む全体の保持デバイスは遮蔽領域内に位置し、従って、実際に偽光に露光されない。適切
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な形状の受光域絞りが、反対側に設けられる。例えば、特に近視野又は特に近瞳のいずれ
の方式によっても配置されない１回照射のレンズの回りに配置される第３の絞り配列ＳＡ
３の偽光絞りは、受光域絞りとして成形することができる。
【符号の説明】
【００７８】
２００　反射屈折投影対物系
ＩＭＩ１、ＩＭＩ２　実中間像
ＩＳ　像平面
ＯＳ　物体平面

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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